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個 別 注 記 表 

１．記載金額につきましては、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 

  ただし、１株当たり情報については表示単位未満を四捨五入して表示しております。 

２．重要な会計方針 

(１)有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定) 

市場価格のない株式等      移動平均法による原価法 

(２)棚卸資産の評価基準及び評価方法 

商品及び製品、仕掛品        先入先出法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切

下げの方法により算定) 

原材料及び貯蔵品          移動平均法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下による簿価切

下げの方法により算定) 

(３)固定資産の減価償却の方法  

有形固定資産(リース資産を除く)    定率法。ただし、１９９８年４月１日以後取得した建物(建物附属設備を

除く)及び２０１６年４月１日以後取得した建物附属設備並びに構築物に

ついては定額法。なお、電気・電子部品生産設備の一部については当社所

定の耐用年数(３年)によっております。 

また、２００７年３月３１日以前に取得したものについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっており

ます。 

無形固定資産(リース資産を除く)    定額法 

自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間(５年)に基づいてお

ります。 

リース資産             所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっ

ております。 

(４)引当金の計上基準 

貸倒引当金             売上債権・貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

賞与引当金             従業員賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計

上しております。 

退職給付引当金            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。 

                 退職給付見込額の期間帰属方法 

                 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間

に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。 

                 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

                 過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（４年）による定額法により費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（１０年）による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理しております。                 

役員退職慰労引当金            役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給

額を計上しております。 

(５)収益及び費用の計上基準       当社はタングステン・モリブデン、焼成品、超硬合金の各製品の製造、販売

を主な事業としております。これらの製品の顧客との販売契約において、受

注した製品を引き渡す義務を負っており、これらの履行義務を充足する時点

は、通常製品の引渡時であることから、当該製品の引渡時点で収益を認識し

ております。ただし、当該国内の販売については、出荷時点で収益を認識し

ております。 

また、収益は顧客との契約において約束された対価から返品、値引き及び割

戻し等を控除した金額で測定しております。 

取引の対価は履行義務を充足してから１年以内に受領しており、重要な金融

要素は含まれておりません。 

(６)外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 
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３．会計方針の変更に関する注記 

  （収益認識に関する会計基準等の適用） 

 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29号 2020 年３月 31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業

年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見

込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、代理人として行われる取引について、従来は、総額で収益

を認識しておりましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割（本人又は代理人）を判断した結果、純額で収益を認

識する方法に変更しております。返品権付の販売について、返品されると見込まれる商品又は製品については、出荷時に収益

を認識せず、当該商品又は製品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識する方法に変更しております。 

 収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当

事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当

該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第 86項に定める方法を適用し、当事業年度の

期首より前までに従前の取り扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しており

ません。 

 収益認識会計基準等の適用による、当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。  

   

 （時価の算定に関する会計基準等の適用） 

 「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30号 2019 年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業

年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４

日）第 44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用する

ことといたしました。これによる、計算書類に与える影響はありません。 

 

４. 会計上の見積りに関する注記 

棚卸資産の評価   

・当事業年度計上額  商品及び製品    ７５，２０９千円 

            仕掛品       ９０４，３００千円 

            原材料及び貯蔵品 ６５８，０４１千円 

 

・重要な会計上の見積りに関するその他の情報 

棚卸資産の評価については、収益性が低下している場合は簿価の切り下げを行っており、収益性低下の有無の検討にあた

っては、市場動向や製品の品質等を勘案し、定期的に一定の基準に沿って判断しております。市場動向の見通しが変動した

場合に、翌事業年度において認識する金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。 

 

５．貸借対照表に関する注記 

(１)担保に供している資産 

有 形 固 定 資 産 ８０８，６４３千円 

投 資 有 価 証 券 ５３２，９３１千円 

合計 １，３４１，５７５千円 

上記に対応する債務  

１年内返済予定の長期借入金 ３３０，０００千円 

長 期 借 入 金 ５８０，０００千円 

合計 ９１０，０００千円 

(２)有形固定資産の減価償却累計額 

５，７７０，５５０千円 

 

(３)関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 

金 銭 債 権 の 金 額 １０，７６０千円 

金 銭 債 務 の 金 額 ７２，３９８千円 

 

６．損益計算書に関する注記 

(１)関係会社との取引高 

売 上 高 ２３，１４４千円 

仕 入 高 １３１，４５５千円 

営 業 取 引 以 外 の 取 引 ２，９４８千円 
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(２)固定資産除却損 

門司工場変電所の工事にかかる撤去の費用を特別損失に計上しております。 

 

７．株主資本等変動計算書に関する注記 

(１)発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

 

普通株式 

株 

２，３３８，００１ 

株 

－ 

株 

－ 

株 

２，３３８，００１ 

 

(２)自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

 

普通株式 

株 

１９，４９８ 

株 

１３６ 

株 

－ 

株 

１９，６３４ 

（注)増加は単元未満株式の買取によるものであります。 

 

 (３)配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

８．金融商品に関する注記 

(１)金融商品の状況に関する事項 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。 

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理手続きに沿ってリスク低減を図っております。また、外

貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて為替予約等を利用してヘッジしており

ます。 

投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。 

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのすべてが１年以内の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務

は為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて為替予約等を利用してヘッジしております。 

借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、金利の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて金利ス

ワップ取引等を利用することにより、支払利息を固定化しヘッジしております。なお、デリバティブは内部管理規程

により、実需の範囲で行うこととしております。 

 

(２)金融商品の時価等に関する事項 

2022 年３月 31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

 

                               (単位：千円) 

  貸借対照表計上額(＊) 時価(＊) 差額 

(1) 投資有価証券    

 その他有価証券 ７３２，０４３  ７３２，０４３  － 

(2) 長期借入金 （９１０，０００） （９０４，７６５） △５，２３４ 

 (＊)負債に計上されているものについては、( )で示しております。 

(注１)「現金及び預金」「受取手形」「電子記録債権」「売掛金」「支払手形」「買掛金」「電子記録債務」「短期借入

金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するため、記載を省略しており

ます。 

(注２)市場価格のない株式等は、「(１)投資有価証券 その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品

の貸借対照表価額は次のとおりです。 

区分 当事業年度（千円） 

非上場株式 ２，６６８ 

関係会社株式 １６，４３５ 

 

(３) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類してお

ります。 

  レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価 

  レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 

  レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

  時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル

のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

 

 



- ４ - 

①時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

                                           （単位：千円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券及び投資有価証券     

その他有価証券     

  株式 ７３２，０４３ ― ― ７３２，０４３ 

資産計 ７３２，０４３ ― ― ７３２，０４３ 

 

②時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

                                           （単位：千円） 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金 ― ９０４，７６５ ― ９０４，７６５ 

負債計 ― ９０４，７６５ ― ９０４，７６５ 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

   有価証券及び投資有価証券 

    上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１

の時価に分類しております。 

   長期借入金 

    長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法に

よっており、レベル２の時価に分類しております。なお、１年内返済予定の長期借入金については、その性質及び時価

の算定方法が長期借入金と同様であるため、長期借入金に含めて注記しております。 

 

９．税効果会計に関する注記 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳    

                                    (単位：千円) 

繰 延 税 金 資 産 繰 延 税 金 負 債 

税 務 上 の 欠 損 金 １３０，３９５ その他有価証券評価差額金 △１５４，５３３ 

退 職 給 付 引 当 金 ８７，６３１ そ の 他 △４，８８３ 

棚 卸 資 産 評 価 損 ３４，７７３   

減 損 損 失 ３５，５５１   

賞 与 引 当 金 ３４２   

役員退職慰労引当金 ２２，９３３   

そ の 他 ２６，２０４   
繰 延 税 金 資 産 小 計 ３３７，８３１   

評 価 性 引 当 額 △３２３，３９４   

繰 延 税 金 資 産 合 計 １４，４３７ 繰 延 税 金 負 債 合 計 △１５９，４１６ 

 繰延税金負債の純額 △１４４，９７９ 

 

10. 収益認識に関する注記 

  (１)顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

(単位：千円) 

  
報告セグメント 

合計 
電気・電子 超硬合金 計 

売上高      

タングステン・モリブデン １，６１６，３２５ － １，６１６，３２５ １，６１６，３２５

焼成品 ４，３４１，６１１ － ４，３４１，６１１ ４，３４１，６１１

超硬合金 － ４４２，５１９ ４４２，５１９ ４４２，５１９

顧客との契約から生じる収益 ５，９５７，９３７ ４４２，５１９ ６，４００，４５６ ６，４００，４５６

   外部顧客への売上高 ５，９５７，９３７ ４４２，５１９ ６，４００，４５６ ６，４００，４５６
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(２)収益を理解するための基礎となる情報 

収益を理解するための基礎となる情報は「２．重要な会計方針（５）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであ

ります。 

(３)当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報 

       ①契約資産及び契約負債の残高等 

当社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略し

ております。また、過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当事業年度に認識した収益に重要性は

ありません。 

②残存履行義務に配分した取引価格 

 当社においては、予想契約期間が１年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、

取引価格に含まれていない重要な金額はありません。  

 

11．１株当たり情報に関する注記 

(１)１株当たり純資産額       １，２８９円４４銭 

(２)１株当たり当期純利益        ２５９円５９銭 

 
12．重要な後発事象に関する注記 
   （資本金の額の減少） 

 当社は、２０２２年５月１２日開催の取締役会において、２０２２年６月２８日に開催予定の第７２回定時株主総会におい

て、資本金の額の減少及び剰余金の処分について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

１ 資本金の額の減少及び剰余金の処分の目的 

 現在生じている繰越利益剰余金の欠損を補填し、早期復配に向けた環境整備を行うこと及び今後の資本政策の柔軟性及び機

動性を確保し、資本構成の最適化及び財務体質の健全化を図ることを目的としております。 

 

２ 資本金の額の減少の要領 

(１)  減少する資本金の額 

 ２０２２年５月１２日現在の資本金の額２，５３１，８２８，６４２円のうち、２，４３１，８２８，６４２円を減少させ、

１００，０００，０００円といたします。 

(２)  資本金の額の減少の方法 

 会社法第 447 条第 1項に基づき、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少し、減少額 

２，４３１，８２８，６４２円をその他資本剰余金に振り替えることといたします。 

 

３ 剰余金の処分の要領 

 会社法第 452 条の規定に基づき、上記の資本金の額の減少の効力発生を条件に、資本金の額の減少により増加したその他資

本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損補填に充当するものであります。 

(１)  減少する剰余金の項目及びその額 

その他資本剰余金 １７７，０３６，３７３円 

(２)  増加する剰余金の項目及びその額 

繰越利益剰余金  １７７，０３６，３７３円 

 

４ 資本金の額の減少の日程 

(１) 取締役会決議日      ２０２２年５月１２日 

(２) 定時株主総会決議日    ２０２２年６月２８日（予定） 

(３) 債権者異議申述公告日   ２０２２年６月３０日（予定） 

(４) 債権者異議申述最終期日  ２０２２年８月 １日（予定） 

(５) 減資の効力発生日     ２０２２年８月 ２日（予定） 

 

５ 今後の見通し 

 本件につきましては、金銭授受等が発生しない、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変更

を生じるものではございません。 

 なお、上記の内容につきましては、２０２２年６月２８日開催予定の定時株主総会において、承認可決されることを条件と

しております。  

 


